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☆来所の前には必ず電話予約を！　☆集金・振込ともに当月15日までへのご協力を切にお願いします。

《 予　定　表 》
3/29（日）大宮支部主催 お花見会
　　　　　　　　　（大宮公園）※要参加申込

3/31（火）一人親方特別労災 更新 期限日

4/12（日）埼青協 花見ｳｫｰｷﾝｸﾞ＆青空交流会

一人親方特別労災の更新は 3 月 31 日まで
　4月 1 日以降も保険継続希望の方は、入金のうえ民商までご連絡ください。入金・連
絡の無い方は自動的に保険脱退となります。

参加者募集中！　お花見会（大宮民商 大宮支部主催）

　日時：3 月 29 日（日）14:00 ～ 16:00
　場所：大宮公園（時計台の前に集合）
　会費：大宮支部会員は無料。その他は一人 1,000 円。
　参加申込：3 月 23 日の正午までに大宮民商へご連絡ください

埼青協 花見ｳｫｰｷﾝｸﾞ＆青空交流会
日時：4 月 12 日（日）11:00 ～ 14:00
集合場所：JR 熊谷駅南口ロータリー
参加費：大人（20 歳以上）500 円
交流会：熊谷桜堤（ラグビー場：熊谷市河原町 2）
　　問合せは埼商連（048-767-6684）まで

差し入れ歓迎！

令和８（202６）年４月１日から令和９（202７）年３月31日までの雇用保険料率は以下

のとおりです。

事業主・被保険者の皆さまへ

令和８（202６）年度 雇用保険料率のご案内

LL0８０３１２保01

＜令和８年度の雇用保険料率＞

（枠内の下段は令和７年４月～令和８年３月の雇用保険料率）

①＋②
雇用保険料率

②①
労働者負担
（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

負担者

事業の種類

雇用保険二事業
の保険料率

失業等給付・
育児休業給付の
保険料率

事業主負担

13.5/1,0003.5/1,0005/1,0008.5/1,0005/1,000一般の事業

14.5/1,0003.5/1,0005.5/1,0009/1,0005.5/1,000（令和７年度）

15.5/1,0003.5/1,0006/1,0009.5/1,0006/1,000
農林水産・
清酒製造の事業

16.5/1,0003.5/1,0006.5/1,00010/1,0006.5/1,000
（令和７年度）

16.5/1,0004.5/1,0006/1,00010.5/1,0006/1,000建設の事業

17.5/1,0004.5/1,0006.5/1,00011/1,0006.5/1,000
（令和７年度）

※

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一
般の事業の率が適用されます。

• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更に

なります（農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更になり

ます。）。

• 雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き3.5/1,000です（建

設の事業は4.5/1,000です。）。

（赤字は変更部分）

2026 年 4月分給与から雇用保険料が下がります
　事業所の方は、 給与計算時に天引き額を間違えない

ように注意しましょう。
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